
○近江八幡市家庭的保育施設整備事業費補助金交付要綱 

平成２３年１２月８日 

告示第２４２号 

改正 平成２５年２月１４日告示第１８号 

平成２７年７月１日告示第１４３号 

平成２８年１０月２６日告示第２０９号 

（趣旨） 

第１条 市長は、低年齢保育の充実及び待機児童の解消を図るため、児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４号）第６条の３第９項に規定する家庭的保育事業を実施する

ための施設を整備する事業（以下「施設整備事業」という。）に対して、予算の範

囲内において近江八幡市家庭的保育施設整備事業費補助金（以下「補助金」という。）

を交付するものとし、その交付に関し、近江八幡市補助金交付規則（平成２２年近

江八幡市規則第５５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の

定めるところによる。 

（平２５告示１８・平２７告示１４３・一部改正） 

（補助金交付対象者） 

第２条 補助金交付対象事業者は、家庭的保育事業の認可を受けた者又は認可を受け

る予定にある者とする。 

２ 施設整備事業に係る補助金の交付は、定員拡大又は老朽化に伴う既存施設の改修

が必要となる場合を除き、１事業所につき１回を限度とする。 

（平２７告示１４３・平２８告示２０９・一部改正） 

（補助対象経費） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費は、次の表に定めるとおりとする。 

事業名 補助対象経費 

家庭的保育改修事業 平成２７年度保育対策総合支援事業費補助金交付要綱

（厚生労働省発雇児０１１４第２号）別表に定める家庭

的保育改修等支援事業を実施するために必要な経費 

（平２７告示１４３・一部改正） 



（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額から施設整備事業に係る寄附金及び

他の補助金を引いて得た額に４分の３を乗じて得た額とする。ただし、当該額が７

５万円を超える場合は、７５万円とする。 

（平２７告示１４３・全改） 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則第５条に規定する補助金交付申

請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（１） 近江八幡市家庭的保育施設整備事業計画書（別記様式第１号） 

（２） 近江八幡市家庭的保育施設整備事業費補助金に関する誓約書（別記様式第

２号） 

（３） その他市長が必要と認める書類 

（平２７告示１４３・一部改正） 

（補助金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認め

た場合は、規則第７条に規定する補助金交付決定通知書により補助金の交付の申請

をした者に通知するものとする。 

（補助金の概算払） 

第７条 市長は、規則第１４条の規定に基づき、交付決定額の範囲内で補助金を概算

払いすることができる。 

（実績報告書） 

第８条 補助事業が完了したときは、規則第１１条に規定する補助事業実績報告書に

次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（１） 近江八幡市家庭的保育施設整備事業報告書（別記様式第３号） 

（２） 近江八幡市家庭的保育施設整備事業完了届（別記様式第４号） 

（３） 整備完了写真（全ての箇所の写真を添付のこと。） 

（４） 領収書の写し 

（５） その他市長が必要と認める書類 



（平２７告示１４３・一部改正） 

（財産の処分制限） 

第９条 補助金の交付を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、補助金の交付

を受けた備品等を処分し、若しくは他の目的に使用する場合又は譲渡し、交換し、

若しくは担保に供するときは、あらかじめ市長に協議してその承認を受けなければ

ならない。 

（平２７告示１４３・一部改正） 

（補助金の返還） 

第１０条 交付決定者は、補助金の交付を受けて開設した家庭的保育事業が、開設後

５年に満たずに事業を廃止した場合は、当該補助金の交付額に次の表に定める率を

乗じて得た額を市長に返還しなければならない。ただし、特別の事情があると市長

が認めたときは、この限りでない。 

６月未満 ６月以上１年

未満 

１年以上２年

未満 

２年以上３年

未満 

３年以上４年

未満 

４年以上５年

未満 

１００％ ７５％ ５０％ ４０％ ３０％ ２０％ 

（平２７告示１４３・追加） 

（関係書類の保管等） 

第１１条 交付決定者は、この要綱に基づく補助金の執行に係る見積書、契約書、領

収書等の関係書類を、補助金の対象となる事業の実施年度の翌年から起算して５年

間保管し、市長から提出の要請があった場合は、直ちに提出しなければならない。 

（平２７告示１４３・旧第１０条繰下・一部改正） 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

（平２７告示１４３・旧第１１条繰下） 

付 則 

この要綱は、平成２４年１月１日から施行する。 

付 則（平成２５年告示第１８号） 



この要綱は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２７年告示第１４３号） 

この要綱は、告示の日から施行する。 

付 則（平成２８年告示第２０９号） 

この要綱は、告示の日から施行する。 



 



 



 



 



別記様式第１号（第５条関係） 

（平２７告示１４３・一部改正） 

別記様式第２号（第５条関係） 

（平２７告示１４３・追加） 

別記様式第３号（第８条関係） 

（平２７告示１４３・別記様式第２号・一部改正） 

別記様式第４号（第８条関係） 

（平２７告示１４３・旧別記様式第３号繰下） 

 


